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日本肝癌研究会々則 

 

第１条（名称および事務局） 

本会は日本肝癌研究会（Liver Cancer Study Group of Japan 略号: LCSGJ）と称する。 

本会の事務局は大阪府大阪狭山市大野東 377-2 近畿大学消化器内科内におく。 

 

第２条（目 的） 

本会は肝腫瘍に関する研究ならびに診療の進歩・普及を図ることを目的とする。 

 

第３条（事 業） 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．学術集会、学術講演会などの開催 

２．本邦における肝腫瘍の統計、追跡調査 

３．「原発性肝癌取扱い規約」の刊行 

４．その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第４条（会 員） 

本会は施設会員、個人会員、特別会員並びに賛助会員によって構成される。 

１．施設会員は第２条の趣旨に賛同して入会した施設とする。施設会員は原則として診療

科単位とする。 

２．個人会員は第２条の趣旨に賛同して入会した医師・研究者とする。 

３．特別会員は会長、常任幹事の経験者、およびこの研究会に対して特別に貢献のあった

ものの中から、常任幹事会の推薦に基づき幹事会で承認された者とする。 

４．賛助会員は上記の会員以外で第２条の趣旨に賛同する法人・団体あるいは個人とする。 

 

第５条（入 会） 

本会に入会を希望する者は所定の用紙に記入または本会ホームページの所定フォームに入

力の上、会費を添え本事務局に申し込むものとする。 

 

第６条（会 費） 

１．会員は幹事会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。 

２．既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 
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３．本会の会計年度は、毎年 1月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる。 

第７条（役 員） 

１．本会には次の役員をおく。 

年次会長  １名 

年次副会長 １名 

常任幹事  10 名以内 

監  事  ２名 

幹  事  100 名以内  

特別会員  若干名 

 

２．年次会長は会員の中から幹事会に於て選出される。任期は１年とし、年次会長選出の

ための幹事会が行われる学術集会終了の翌日に始まり、次期学術集会終了の日に終わ

る。再任はされない。年次会長は会務を統括し、年次学術集会、常任幹事会、幹事会

を主宰するとともに、常任幹事会、幹事会の議長になる。 

３．年次副会長は会員の中から幹事会に於て選出される。任期は１年とし、年次会長選出

のための幹事会が行われる学術集会終了の翌日に始まり、次期学術集会終了の日に終

わる。再任はされない。年次副会長は年次会長の職務を補佐し、常任幹事会、幹事会

の副議長になる。年次会長に事故のあるとき、または欠けたときには年次副会長がそ

の職務を代理し、またはその職務を行う。 

４．常任幹事は幹事の互選によって選出される。任期は２年とし、選任の日の翌日に始ま

り次期選任の日に終わる。再任を妨げない。常任幹事は常任幹事会を組織し、年次会

長、年次副会長を幹事会に推薦するとともに幹事会の権限に属せしめられたこと以外

の事項を議決し、執行する。また、年次会長を補佐して会務を執行する。 

５．監事は幹事会で選出される。任期は２年とし、選任の日の翌日に始まり、次期選任の

日に終わる。再任を妨げない。監事は次に規定する業務を行う。 

（１）学会の財産の状況を監査すること。 

（２）常任幹事の業務執行の状況を監査すること。 

（３）財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを常

任幹事会、幹事会に報告すること。 

（４）前号の報告をするために必要があるときは、常任幹事会または幹事会を招集す

ること。 

６．幹事は個人会員の中から施行細則に定めるところによって選任する。幹事は幹事会を

構成し、会の運営を議する。幹事会は年１回以上開催するものとする。幹事の任期は
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４年とし、選任の年の 4 月 1 日に始まり、4 年後の 3 月 31 日に終わる。再任を妨げな

い。幹事会は本会の重要事項を審議の上議決し、また年次会長、年次副会長、常任幹

事を選任する。幹事会の決定事項は年次学術集会において事務局から報告するものと

する。 

７．特別会員は本会の発展・向上に寄与するための助言などを行う。 

８．幹事に欠員が生じても、任期中の補充はしない。 

 

第８条（各種委員会） 

本会の事業の発展を促進するために、幹事会の議決を経て各種の委員会をおくことができ

る。委員会の廃止及び改変は、幹事会の議決による。  

 

第９条（議事録） 

すべての会議の議事録は、議長が作成し、議長及び議長の指名する出席代表者１名が署名

押印の上、事務局においてこれを保存する。 

 

第 10 条（年次学術集会での発表） 

年次学術集会における研究発表は、原則として会員に限る。ただし、会長により招請され

た場合及び個人会員が一人以上共同演者となっている場合は、この限りでない。 

 

第 11 条（経 費） 

本会の経費は会費（施設会費、個人会費、賛助会費）、寄付金、「肝癌取扱い規約」の印税

等をもってこれにあてる。 

 

第 12 条（退 会） 

１．退会を希望する者はその旨を届け出なければならない。その場合、既納の会費は返却

しない。 

２．連続２年間会費を納入しない者は退会とみなす。 

 

第 13 条（職 員） 

本会の事務を処理するために、必要な職員を置く。 

 

第 14 条（会則変更） 

会則の変更は過半数の幹事の出席する幹事会において、その３／４以上の賛成を必要とす
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る。ただし、委任状は認めない。 

附 則 

本会則ならびに施行細則は昭和 58 年 7 月 6日よりこれを実施する。 

平成 7年 7月 23 日改訂。 

平成 13 年 6 月 8日改訂。 

平成 15 年 6 月 19 日改訂。 

平成 20 年 5 月 22 日改訂。 

平成 21 年 7 月 2日改訂。 

平成 22 年 3 月 10 日改訂。 

平成 22 年 7 月 8日改訂。 

 

 

施行細則 

１．学術集会は中心課題を決めて実質討議を行う。 

２．幹事を希望する者は現幹事の推薦書を付し規定の用紙を事務局に提出し、幹事立候補の意志

を表明する。その資格は入会後５年以上で会費を完納した個人会員であり、原則として施設

会員の施設に所属する者とする。ただし、病理等基礎系及び放射線科系に所属する者はこの

限りでない。幹事選考委員会の議を経て、年次会長がこれを承認する。ただし、５年未満の

会員歴の個人会員についても、幹事選考委員会が推薦し、幹事会の承認を得れば特例として

任期を限定し、幹事に選任することができる。満 65 才を過ぎた幹事は次の３月３１日で資

格を失う。ただし、常任幹事については 65 才を過ぎても任期満了までその資格を失うこと

はない。 

３．幹事は正当な理由なく幹事会に２年間出席しない場合はその資格を失う。 

４．幹事会は年次会長の招集するもののほか、１／３以上の幹事より開催要請があれば、臨時に

これを開催しなければならない。 

５．幹事会は２／３以上の幹事の出席によって成立する。ただし、委任状を認める。 

６．特別会員は幹事会に出席することができるが、議決には参加しない。 

７．肝癌追跡調査委員会を設置する。委員長は幹事会で選出し、会長が委嘱する。本委員会は内

科系３名、外科系３名、病理系２名、放射線科系１名、事務局１名、医療統計専門家１名の

委員によって構成する。委員の選出については別に内規で定める。 

８．肝癌追跡調査委員会は２年に１回、本邦における原発性肝悪性腫瘍の実態調査を行う。事務

局においてその集計、データの保存を行う。 

９．追跡調査の結果は追跡調査委員会の承認を得て会員に配布し、一般に公表する。雑誌「肝臓」



- 5 - 

「Hepatology Research」に調査報告の抜粋を掲載する。施設会員および施設会員以外で追

跡調査に協力いただいた施設には、調査報告の抜粋を送付する。 

10．「肝癌取扱い規約」に関しては規約委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催し、その充

実を計るものとする。「肝癌取扱い規約」の改訂が決定された場合には規約委員会を新たに

組織する。委員長は幹事会で選出し、会長が委嘱する。本委員会の委員は、委員長が推薦し

幹事会の承認を得て会長が委嘱する。 

11．規約委員会の定めた「肝癌取扱い規約」は本会で刊行し、出版社との契約は本会を代表し規

約委員長が行う。「肝癌取扱い規約」は改訂時に各施設会員に配布する。 

12．その他の各委員会の委員は、原則として幹事の中から幹事会の議決を経て、会長が委嘱する。

委員会は原則として委員の中からの委員会の議決を経て委員長、必要に応じて副委員長を置

くことができ、会長が委嘱する。委員会の議長は委員長とする。ただし、肝癌追跡調査委員

会及び規約委員会にはこの規定を適用しない。 

13．年会費は、 個人会費  4,000 円 

施設会費  20,000 円 

 賛助会費  50,000 円  とする。 

 特別会員は会費を納めることを要しない。 

14．個人会員は「肝癌取扱い規約」をのぞき事務局から送付される施設会員宛の連絡書類の送付

を受けることができる。 

15．事務局は３年に１回会員名簿を作成し会員に配布する。 

16．この規則は、常任幹事会及び幹事会の議決を経て変更できるものとする。 

 

 

 

 


